
　２０１８年度　世帯ごとの税と社会保障の負担（８年間の負担増）
印刷日：2019/2/15

日本共産党杉並区議団  山田耕平

年収３００ 万円 ・ 単身世帯 （3０ 歳 １ 人暮らし） 年収４００ 万円 ・ 単身世帯 （３０ 歳 １ 人暮らし）

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（5％） 合計

53,300 ＋ 113,100 ＋ 156,393 ＋ 175,920 ＋ 96,000 ＝ 594,713円

８年間の増減 ＋4,900 ＋8,500 ＋46,293 ＋20,160 ＋57,000 ＋136,853

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（8％） 合計

58,200 ＋ 121,600 ＋ 202,686 ＋ 196,080 ＋ 153,000 ＝ 731,566円
（1.09倍） （1.08倍） （1.30倍） （1.11倍） （1.59倍）

８年間で １３万６,８５３円 の負担増！！ （1.23倍）
負担は年収の約 1/5から 1/4へ増加 （19.8%⇒24.4%）

年収３００ 万円 ・ 2 人世帯 （３０ 歳夫婦） 年収４００ 万円 ・ 2 人世帯 （３０ 歳夫婦）

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（5％） 合計

25,700 ＋ 60,300 ＋ 141,909 ＋ 351,840 ＋ 96,000 ＝ 675,749円

８年間の増減 ＋500 ＋1,200 ＋111,777 ＋40,320 ＋57,000 ＋210,797

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（8％） 合計

26,200 ＋ 61,500 ＋ 253,686 ＋ 392,160 ＋ 153,000 ＝ 886,546円
（1.02倍） （1.02倍） （1.79倍） （1.11倍） （1.59倍）

８年間で ２１万０,７９７円 の負担増！！ （1.31倍）
負担は年収の約 2/9から 2/7へ増加 （22.5%⇒29.6%）

年収３００ 万円 ・ ３ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども １ 人） 年収４００ 万円 ・ ３ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども １ 人）

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（5％） 合計

6,700 ＋ 24,800 ＋ 173,212 ＋ 351,840 ＋ 96,000 ＝ 652,552円

８年間の増減 ＋14,200 ＋26,200 ＋190,976 ＋40,320 ＋57,000 ＋328,696

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（8％） 合計

20,900 ＋ 51,000 ＋ 364,188 ＋ 392,160 ＋ 153,000 ＝ 981,248円
（3.12倍） （2.06倍） （2.10倍） （1.11倍） （1.59倍）

８年間で ３２万８,６９６円 の負担増！！ （1.50倍）
負担は年収の約 2/9から 1/3へ増加 （21.8%⇒32.7%）

年収３００ 万円 ・ ４ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども ２ 人） 年収４００ 万円 ・ ４ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども ２ 人）

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（5％） 合計

0 ＋ 4,000 ＋ 188,360 ＋ 351,840 ＋ 96,000 ＝ 640,200円

８年間の増減 ＋20,700 ＋46,600 ＋179,788 ＋40,320 ＋57,000 ＋344,408

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（8％） 合計

20,700 ＋ 50,600 ＋ 368,148 ＋ 392,160 ＋ 153,000 ＝ 984,608円
#DIV/0! （12.65倍） （1.95倍） （1.11倍） （1.59倍）

８年間で ３４万４,４０８円 の負担増！！ （1.54倍）
負担は年収の約 1/5から 1/3へ増加 （21.3%⇒32.8%）
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 ２０１０年の税と社会保障の負担は平成２６年(2014)の予算特別委員会資料「区民の負担増について（過去5年）」（杉並区作成）から抜粋。

２０１８年の税と社会保障の負担は平成３０年(2018)の予算特別委員会資料「区民の負担増について（過去5年）」（杉並区作成）から抜粋。

消費税の負担については、消費税率引き上げに伴う家計負担・年収階層別の影響試算（2013年10月3日みずほ総合研究所作成）から抜粋 1/5 



　２０１８年度　世帯ごとの税と社会保障の負担（８年間の負担増）
印刷日：2019/2/15

日本共産党杉並区議団  山田耕平

年収４００ 万円 ・ 単身世帯 （３０ 歳 １ 人暮らし） 年収５００ 万円 ・ 単身世帯 （３０ 歳 １ 人暮らし）

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（5％） 合計

85,300 ＋ 177,100 ＋ 222,313 ＋ 175,920 ＋ 120,000 ＝ 780,633円

８年間の増減 ＋7,200 ＋11,500 ＋50,969 ＋20,160 ＋70,000 ＋159,829

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（8％） 合計

92,500 ＋ 188,600 ＋ 273,282 ＋ 196,080 ＋ 190,000 ＝ 940,462円
（1.08倍） （1.06倍） （1.23倍） （1.11倍） （1.58倍）

８年間で １５万９,８２９円 の負担増！！ （1.20倍）
負担は年収の約 1/5から 1/4へ増加 （19.5%⇒23.5%）

年収４００ 万円 ・ 2 人世帯 （３０ 歳夫婦） 年収５００ 万円 ・ 2 人世帯 （３０ 歳夫婦）

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（5％） 合計

57,700 ＋ 124,300 ＋ 207,829 ＋ 351,840 ＋ 120,000 ＝ 861,669円

８年間の増減 ＋2,700 ＋4,200 ＋116,453 ＋40,320 ＋70,000 ＋233,673

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（8％） 合計

60,400 ＋ 128,500 ＋ 324,282 ＋ 392,160 ＋ 190,000 ＝ 1,095,342円
（1.05倍） （1.03倍） （1.56倍） （1.11倍） （1.58倍）

８年間で ２３万３,６７３円 の負担増！！ （1.27倍）
負担は年収の約 2/9から 2/7へ増加 （21.5%⇒27.4%）

年収４００ 万円 ・ ３ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども １ 人） 年収５００ 万円 ・ ３ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども １ 人）

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（5％） 合計

38,700 ＋ 88,800 ＋ 249,372 ＋ 351,840 ＋ 120,000 ＝ 848,712円

８年間の増減 ＋15,900 ＋28,200 ＋198,584 ＋40,320 ＋70,000 ＋353,004

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（8％） 合計

54,600 ＋ 117,000 ＋ 447,956 ＋ 392,160 ＋ 190,000 ＝ 1,201,716円
（1.41倍） （1.32倍） （1.80倍） （1.11倍） （1.58倍）

８年間で ３５万３,００４円 の負担増！！ （1.42倍）
負担は年収の約 1/5から 1/3へ増加 （21.2%⇒30%）

年収４００ 万円 ・ ４ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども ２ 人） 年収５００ 万円 ・ ４ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども ２ 人）

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（5％） 合計

19,700 ＋ 53,300 ＋ 247,027 ＋ 351,840 ＋ 120,000 ＝ 791,867円

８年間の増減 ＋32,300 ＋58,700 ＋251,929 ＋40,320 ＋70,000 ＋453,249

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（8％） 合計

52,000 ＋ 112,000 ＋ 498,956 ＋ 392,160 ＋ 190,000 ＝ 1,245,116円
（2.64倍） （2.10倍） （2.02倍） （1.11倍） （1.58倍）

８年間で ４５万３,２４９円 の負担増！！ （1.57倍）
負担は年収の約 1/5から 1/3へ増加 （19.8%⇒31.1%）
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 ２０１０年の税と社会保障の負担は平成２６年(2014)の予算特別委員会資料「区民の負担増について（過去5年）」（杉並区作成）から抜粋。

２０１８年の税と社会保障の負担は平成３０年(2018)の予算特別委員会資料「区民の負担増について（過去5年）」（杉並区作成）から抜粋。

消費税の負担については、消費税率引き上げに伴う家計負担・年収階層別の影響試算（2013年10月3日みずほ総合研究所作成）から抜粋 2/5 



　２０１８年度　世帯ごとの税と社会保障の負担（８年間の負担増）
印刷日：2019/2/15

日本共産党杉並区議団  山田耕平

年収５００ 万円 ・ 単身世帯 （３０ 歳 １ 人暮らし） 年収６００ 万円 ・ 単身世帯 （３０ 歳 １ 人暮らし）

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（5％） 合計

143,200 ＋ 247,100 ＋ 294,413 ＋ 175,920 ＋ 130,000 ＝ 990,633円

８年間の増減 ＋16,200 ＋14,000 ＋55,189 ＋20,160 ＋80,000 ＋185,549

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（8％） 合計

159,400 ＋ 261,100 ＋ 349,602 ＋ 196,080 ＋ 210,000 ＝ 1,176,182円
（1.11倍） （1.06倍） （1.19倍） （1.11倍） （1.62倍）

８年間で １８万５,５４９円 の負担増！！ （1.19倍）
負担は年収の約 1/5から 1/4へ増加 （19.8%⇒23.5%）

年収５００ 万円 ・ 2 人世帯 （３０ 歳夫婦） 年収６００ 万円 ・ 2 人世帯 （３０ 歳夫婦）

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（5％） 合計

92,700 ＋ 194,300 ＋ 279,929 ＋ 351,840 ＋ 130,000 ＝ 1,048,769円

８年間の増減 ＋4,800 ＋7,200 ＋120,673 ＋40,320 ＋80,000 ＋252,993

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（8％） 合計

97,500 ＋ 201,500 ＋ 400,602 ＋ 392,160 ＋ 210,000 ＝ 1,301,762円
（1.05倍） （1.04倍） （1.43倍） （1.11倍） （1.62倍）

８年間で ２５万２,９９３円 の負担増！！ （1.24倍）
負担は年収の約 1/5から 1/4へ増加 （21%⇒26%）

年収５００ 万円 ・ ３ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども １ 人） 年収６００ 万円 ・ ３ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども １ 人）

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（5％） 合計

73,700 ＋ 158,800 ＋ 332,672 ＋ 351,840 ＋ 130,000 ＝ 1,047,012円

８年間の増減 ＋17,300 ＋29,400 ＋205,844 ＋40,320 ＋80,000 ＋372,864

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（8％） 合計

91,000 ＋ 188,200 ＋ 538,516 ＋ 392,160 ＋ 210,000 ＝ 1,419,876円
（1.23倍） （1.19倍） （1.62倍） （1.11倍） （1.62倍）

８年間で ３７万２,８６４円 の負担増！！ （1.36倍）
負担は年収の約 1/5から 2/7へ増加 （20.9%⇒28.4%）

年収５００ 万円 ・ ４ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども ２ 人） 年収６００ 万円 ・ ４ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども ２ 人）

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（5％） 合計

54,700 ＋ 123,300 ＋ 330,327 ＋ 351,840 ＋ 130,000 ＝ 990,167円

８年間の増減 ＋33,700 ＋59,900 ＋259,189 ＋40,320 ＋80,000 ＋473,109

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（8％） 合計

88,400 ＋ 183,200 ＋ 589,516 ＋ 392,160 ＋ 210,000 ＝ 1,463,276円
（1.62倍） （1.49倍） （1.78倍） （1.11倍） （1.62倍）

８年間で ４７万３,１０９円 の負担増！！ （1.48倍）
負担は年収の約 1/5から 2/7へ増加 （19.8%⇒29.3%）
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 ２０１０年の税と社会保障の負担は平成２６年(2014)の予算特別委員会資料「区民の負担増について（過去5年）」（杉並区作成）から抜粋。

２０１８年の税と社会保障の負担は平成３０年(2018)の予算特別委員会資料「区民の負担増について（過去5年）」（杉並区作成）から抜粋。

消費税の負担については、消費税率引き上げに伴う家計負担・年収階層別の影響試算（2013年10月3日みずほ総合研究所作成）から抜粋 3/5 



　２０１８年度　世帯ごとの税と社会保障の負担（８年間の負担増）
印刷日：2019/2/15

日本共産党杉並区議団  山田耕平

年収６００ 万円 ・ 単身世帯 （３０ 歳 １ 人暮らし） 年金収入１８０ 万円・単身世帯（ 75 歳未満 １ 人暮らし ）

所得税 住民税 国民健康保険料 年金保険料 消費税（5％） 合計

213,200 ＋ 317,100 ＋ 366,513 ＋ 175,920 ＋ 146,000 ＝ 1,218,733円

8年間の増減 ＋20,300 ＋16,500 ＋59,409 ＋20,160 ＋88,000 ＋204,369

所得税 住民税 国民健康 保険料 年金 保険料 消費税（8％） 合計

233,500 ＋ 333,600 ＋ 425,922 ＋ 196,080 ＋ 234,000 ＝ 1,423,102円
（1.10倍） （1.05倍） （1.16倍） （1.11倍） （1.60倍）

８年間で ２０万４,３６９円 の負担増！！ （1.17倍）
負担は年収の約 1/5から 1/4へ増加 （20.3%⇒23.7%）

年収６００ 万円 ・ 2 人世帯 （３０ 歳夫婦） 年金収入１８０ 万円・単身世帯（ 75 歳以上 １ 人暮らし ）

所得税 住民税 国民健康 保険料 年金 保険料 消費税（5％） 合計

157,900 ＋ 266,800 ＋ 354,604 ＋ 351,840 ＋ 146,000 ＝ 1,277,144円

8年間の増減 ＋11,400 ＋9,000 ＋122,318 ＋40,320 ＋88,000 ＋271,038

所得税 住民税 国民健康 保険料 年金 保険料 消費税（8％） 合計

169,300 ＋ 275,800 ＋ 476,922 ＋ 392,160 ＋ 234,000 ＝ 1,548,182円
（1.07倍） （1.03倍） （1.34倍） （1.11倍） （1.60倍）

８年間で ２７万１,０３８円 の負担増！！ （1.21倍）
負担は年収の約 1/5から 1/4へ増加 （21.3%⇒25.8%）

年収６００ 万円 ・ ３ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども １ 人） 年金収入２４０ 万円・２ 人世帯（ 75 歳未満 の 夫婦 ）

所得税 住民税 国民健康 保険料 年金 保険料 消費税（5％） 合計

119,900 ＋ 233,800 ＋ 421,922 ＋ 351,840 ＋ 146,000 ＝ 1,273,462円

8年間の増減 ＋35,200 ＋28,200 ＋207,154 ＋40,320 ＋88,000 ＋398,874

所得税 住民税 国民健康 保険料 年金 保険料 消費税（8％） 合計

155,100 ＋ 262,000 ＋ 629,076 ＋ 392,160 ＋ 234,000 ＝ 1,672,336円
（1.29倍） （1.12倍） （1.49倍） （1.11倍） （1.60倍）

８年間で ３９万８,８７４円 の負担増！！ （1.31倍）
負担は年収の約 1/5から 2/7へ増加 （21.2%⇒27.9%）

年収６００ 万円 ・ ４ 人世帯 （４０ 歳夫婦 と 子ども ２ 人） 年金収入２４０ 万円・２ 人世帯（ 75 歳以上 の 夫婦 ）

所得税 住民税 国民健康 保険料 年金 保険料 消費税（5％） 合計

89,700 ＋ 193,300 ＋ 413,627 ＋ 351,840 ＋ 146,000 ＝ 1,194,467円

8年間の増減 ＋60,400 ＋63,700 ＋266,449 ＋40,320 ＋88,000 ＋518,869

所得税 住民税 国民健康 保険料 年金 保険料 消費税（8％） 合計

150,100 ＋ 257,000 ＋ 680,076 ＋ 392,160 ＋ 234,000 ＝ 1,713,336円
（1.67倍） （1.33倍） （1.64倍） （1.11倍） （1.60倍）

８年間で ５１万８,８６９円 の負担増！！ （1.43倍）
負担は年収の約 1/5から 2/7へ増加 （19.9%⇒28.6%）

2010年度
（Ｈ２２）

2018年度
（Ｈ30）

2010年度
（Ｈ２２）

2018年度
（Ｈ30）

2010年度
（Ｈ２２）

2018年度
（Ｈ30）

2010年度
（Ｈ２２）

2018年度
（Ｈ30）

 ２０１０年の税と社会保障の負担は平成２６年(2014)の予算特別委員会資料「区民の負担増について（過去5年）」（杉並区作成）から抜粋。

２０１８年の税と社会保障の負担は平成３０年(2018)の予算特別委員会資料「区民の負担増について（過去5年）」（杉並区作成）から抜粋。

消費税の負担については、消費税率引き上げに伴う家計負担・年収階層別の影響試算（2013年10月3日みずほ総合研究所作成）から抜粋 4/5 



　２０１８年度　世帯ごとの税と社会保障の負担（８年間の負担増）
印刷日：2019/2/15

日本共産党杉並区議団  山田耕平

年金収入１８０ 万円・単身世帯（ 75 歳未満 １ 人暮らし ）

所得税 住民税 国民健康保険料 介護 保険料 消費税（5％） 合計

5,700 ＋ 17,800 ＋ 50,254 ＋ 51,840 ＋ 93,750 ＝ 219,344円

8年間の増減 －800 －800 ＋1,004 ＋26,760 ＋56,250 ＋82,414

所得税 住民税 国民健康 保険料 介護 保険料 消費税（8％） 合計

4,900 ＋ 17,000 ＋ 51,258 ＋ 78,600 ＋ 150,000 ＝ 301,758円
（0.86倍） （0.96倍） （1.02倍） （1.52倍） （1.60倍）

８年間で ８万２,３４４円 の負担増！！ （1.38倍）
負担は年収の約 1/8から 1/6へ増加 （12.2%⇒16.8%）

年金収入１８０ 万円・単身世帯（ 75 歳以上 １ 人暮らし ）

所得税 住民税 後期高齢者 医療保険料 介護 保険料 消費税（5％） 合計

6,400 ＋ 19,300 ＋ 39,900 ＋ 51,840 ＋ 93,750 ＝ 211,190円

8年間の増減 －1,000 －1,300 ＋5,500 ＋26,760 ＋56,250 ＋86,210

所得税 住民税 後期高齢者 医療保険料 介護 保険料 消費税（8％） 合計

5,400 ＋ 18,000 ＋ 45,400 ＋ 78,600 ＋ 150,000 ＝ 297,400円
（0.84倍） （0.93倍） （1.14倍） （1.52倍） （1.60倍）

８年間で ８万６,２１０円 の負担増！！ （1.41倍）
負担は年収の約 1/9から 1/6へ増加 （11.7%⇒16.5%）

年金収入２４０ 万円・２ 人世帯（ 75 歳未満 の 夫婦 ）

所得税 住民税 国民健康 保険料 介護 保険料 消費税（5％） 合計

7,400 ＋ 26,300 ＋ 106,889 ＋ 91,680 ＋ 93,750 ＝ 326,019円

8年間の増減 －5,100 －9,200 ＋57,709 ＋49,920 ＋56,250 ＋149,579

所得税 住民税 国民健康 保険料 介護 保険料 消費税（8％） 合計

2,300 ＋ 17,100 ＋ 164,598 ＋ 141,600 ＋ 150,000 ＝ 475,598円
（0.31倍） （0.65倍） （1.54倍） （1.54倍） （1.60倍）

８年間で １４万９,５７９円 の負担増！！ （1.46倍）
負担は年収の約 1/7から 1/5へ増加 （13.6%⇒19.8%）

年金収入２４０ 万円・２ 人世帯（ 75 歳以上 の 夫婦 ）

所得税 住民税 後期高齢者 医療保険料 介護 保険料 消費税（5％） 合計

5,700 ＋ 23,000 ＋ 138,000 ＋ 91,680 ＋ 93,750 ＝ 352,130円

8年間の増減 －2,600 －4,400 ＋7,800 ＋49,920 ＋56,250 ＋106,970

所得税 住民税 後期高齢者 医療保険料 介護 保険料 消費税（8％） 合計

3,100 ＋ 18,600 ＋ 145,800 ＋ 141,600 ＋ 150,000 ＝ 459,100円
（0.54倍） （0.81倍） （1.06倍） （1.54倍） （1.60倍）

８年間で １０万６,９７０円 の負担増！！ （1.30倍）
負担は年収の約 1/7から 1/5へ増加 （14.7%⇒19.1%）

2010年度
（Ｈ２２）

2018年度
（Ｈ30）

2010年度
（Ｈ２２）

2018年度
（Ｈ30）

2010年度
（Ｈ２２）

2018年度
（Ｈ30）

2010年度
（Ｈ２２）

2018年度
（Ｈ30）

 ２０１０年の税と社会保障の負担は平成２６年(2014)の予算特別委員会資料「区民の負担増について（過去5年）」（杉並区作成）から抜粋。

２０１８年の税と社会保障の負担は平成３０年(2018)の予算特別委員会資料「区民の負担増について（過去5年）」（杉並区作成）から抜粋。

消費税の負担については、消費税率引き上げに伴う家計負担・年収階層別の影響試算（2013年10月3日みずほ総合研究所作成）から抜粋 5/5 


